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＜概 要＞ 

 

１．において，設計基準対象施設の設置許可基準規則，技術基準規則の追加要求事項を明確化す

るとともに，それら要求に対する泊発電所３号炉における適合性を示す。 

 

２．において，設計基準対象施設について，追加要求事項に適合するために必要となる機能を達

成するための設備又は運用等について説明する。 

 

３．において，追加要求事項に適合するための技術的能力（手順等）を抽出し，必要となる運用

対策等を整理する。 

 

 



7 条-1 

１．基本方針 

1.1 要求事項の整理 

発電用原子炉施設への人の不法な侵入等の防止について，設置許可基準規則第７条及び技術

基準規則第９条において，追加要求事項を明確化する。 

設置許可基準規則第７条及び技術基準規則第９条の要求事項を，表１に示す。 
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表１ 設置許可基準規則第７条及び技術基準規則第９条 要求事項 

設置許可基準規則 

第７条（発電用原子炉施設への人の不法な侵入等の防止） 

技術基準規則 

第９条（発電用原子炉施設への人の不法な侵入等の防止） 
備 考 

工場等には、発電用原子炉施設への人の不法な侵入、発電用

原子炉施設に不正に爆発性又は易燃性を有する物件その他人

に危害を与え、又は他の物件を損傷するおそれがある物件が

持ち込まれること及び不正アクセス行為（不正アクセス行為

の禁止等に関する法律（平成十一年法律第百二十八号）第二

条第四項に規定する不正アクセス行為をいう。第二十四条第

六号において同じ。）を防止するための設備を設けなければな

らない。 

工場等には、発電用原子炉施設への人の不法な侵入、発電用

原子炉施設に不正に爆発性又は易燃性を有する物件その他人

に危害を与え、又は他の物件を損傷するおそれがある物件が

持ち込まれること及び不正アクセス行為（不正アクセス行為

の禁止等に関する法律（平成十一年法律第百二十八号）第二

条第四項に規定する不正アクセス行為をいう。第三十五条第

五号において同じ。）を防止するため、適切な措置を講じなけ

ればならない。 

追加要求事項 

 

 

 



 

7 条-3 

1.2 追加要求事項に対する適合性 

（１）位置，構造及び設備 

ロ，発電用原子炉施設の一般構造 

（3）その他の主要な構造 

（ⅰ）本発電用原子炉施設は，(1)耐震構造，(2)耐津波構造に加え，以下の基本的方針のもと

に安全設計を行う。 

 

ａ．設計基準対象施設 

（b）発電用原子炉施設への人の不法な侵入等の防止 

発電用原子炉施設への人の不法な侵入を防止するための区域を設定し，核物質防護対策

として，その区域を人の容易な侵入を防止できる柵，鉄筋コンクリート造りの壁等の障壁

によって区画して，巡視，監視等を行うことにより，侵入防止及び出入管理を行うことが

できる設計とする。 

また，探知施設を設け，警報，映像等を集中監視するとともに，核物質防護措置に係る

関係機関等との通信連絡を行うことができる設計とする。さらに，防護された区域内にお

いても，施錠管理により，発電用原子炉施設及び特定核燃料物質の防護のために必要な設

備又は装置の操作に係る情報システムへの不法な侵入を防止する設計とする。 

発電用原子炉施設に不正に爆発性又は易燃性を有する物件その他人に危害を与え，又は

他の物件を損傷するおそれがある物件の持込み（郵便物等による発電所外からの爆破物及

び有害物質の持込みを含む。）を防止するため，核物質防護対策として，持込み点検を行う

ことができる設計とする。 

不正アクセス行為（サイバーテロを含む。）を防止するため，核物質防護対策として，発

電用原子炉施設及び特定核燃料物質の防護のために必要な設備又は装置の操作に係る情報

システムが，電気通信回線を通じた不正アクセス行為（サイバーテロを含む。）を受けるこ

とがないように，当該情報システムに対する外部からのアクセスを遮断する設計とする。 

【説明資料（2.1～2.6：P7 条-9～11）】 

 

  



 

7 条-4 

 

（２）安全設計方針（手順書等含む。） 

1.安全設計 

1.1 安全設計の方針 

1.1.1 安全設計の基本方針 

1.1.1.5 人の不法な侵入等の防止 

(1) 設計方針 

発電用原子炉施設への人の不法な侵入を防止するための区域を設定し，核物質防護対策

として，その区域を人の容易な侵入を防止できる柵，鉄筋コンクリート造りの壁等の障壁

によって区画して，巡視，監視等を行うことにより，侵入防止及び出入管理を行うことが

できる設計とする。 

また，探知施設を設け，警報，映像等を集中監視するとともに，核物質防護措置に係る

関係機関等との通信連絡を行うことができる設計とする。さらに，防護された区域内にお

いても，施錠管理により，発電用原子炉施設及び特定核燃料物質の防護のために必要な設

備又は装置の操作に係る情報システムへの不法な侵入を防止する設計とする。 

【説明資料(2.1～2.3：P7条-9,10)】 

発電用原子炉施設に不正に爆発性又は易燃性を有する物件その他人に危害を与え，又は

他の物件を損傷するおそれがある物件の持込み（郵便物等による発電所外からの爆破物及

び有害物質の持込みを含む。）を防止するため，核物質防護対策として，持込み点検を行う

ことができる設計とする。 

【説明資料(2.1：P7条-9) (2.5：P7条-11)】 

不正アクセス行為（サイバーテロを含む。）を防止するため，核物質防護対策として，発

電用原子炉施設及び特定核燃料物質の防護のために必要な設備又は装置の操作に係る情報

システムが，電気通信回線を通じた不正アクセス行為（サイバーテロを含む。）を受けるこ

とがないように，当該情報システムに対する外部からのアクセスを遮断する設計とする。 

【説明資料(2.1：P7条-9)(2.6：P7条-11)】 

(2) 体制 

発電用原子炉施設への人の不法な侵入等を防止するため，核物質防護対策として，「核原

料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律」に基づき核物質防護管理者を選任し，

所長の下，核物質防護管理者が核物質防護に関する業務を統一的に管理する体制を整備す

る。 

人の不法な侵入等が行われるおそれがある場合又は行われた場合に備え，核物質防護に

関する緊急時の対応体制を整備する。 

核物質防護に関する緊急時の組織体制を，第 1.1.1 図に示す。 
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(3) 手順等 

ａ．発電用原子炉施設への人の不法な侵入等のうち，不正アクセス行為（サイバーテロを

含む。）を防止することを目的に，発電用原子炉施設及び特定核燃料物質の防護のために

必要な設備又は装置の操作に係る情報システムにおいて，核物質防護対策として，電気

通信回線を通じた外部からのアクセス遮断措置を実施する。 

・外部からのアクセス遮断措置については，予め手順を整備し，的確に実施する。 

・外部からのアクセス遮断措置に係る設備の機能を維持するため，保守の計画に基づき

適切に保守管理，点検を実施するとともに，必要に応じ補修を行う。 

・外部からのアクセス遮断措置に係る教育を定期的に実施する。 

ｂ．発電用原子炉施設への人の不法な侵入等のうち，不正アクセス行為（サイバーテロを

含む。）を防止することを目的に，発電用原子炉施設及び特定核燃料物質の防護のために

必要な設備又は装置の操作に係る情報システムにおいて，核物質防護対策として，侵入

防止及び出入管理を実施する。侵入防止及び出入管理は，区域の設定，人の容易な侵入

を防止できる柵，鉄筋コンクリート造りの壁等による防護，探知施設による集中監視，

外部との通信連絡，物品の持込み点検並びに警備員による監視及び巡視を行う。 

・侵入防止及び出入管理については，予め手順を整備し，的確に実施する。 

・侵入防止及び出入管理に係る設備の機能を維持するため，保守の計画に基づき適切に

保守管理，点検を実施するとともに，必要に応じ補修を行う。 

・侵入防止及び出入管理に係る教育を定期的に実施する。 
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組 織 構 成 主な任務 

緊急時対策本部長 発電所長 
緊急時対策本部の統

括 

緊急時対策副本部長 

発電所所長代理 

または 

次長（施設防護担当） 

本部長の補佐・代行 

核物質防護管理者 
法律に基づき選任し，

国へ届け出た者 

核物質防護に関する

業務の統一的な管理 

発電用原子炉主任技

術者（各号炉） 

発電用原子炉主任技

術者 

プラントへの影響に

関する助言・協力 

組 織 構 成 主な任務 

事務局 事務局 
対策本部設置 

治安当局への通報・報告・対応 

社外対応・広報班 

総務グループ 

労務安全グループ 

自治体対応グループ 

広報グループ 

従業員の避難･誘導 

負傷者対応 

自治体対応 

報道機関対応 

燃料・安全管理対応班 
燃料グループ 

安全管理グループ 

炉心燃料に係る対応 

線量の把握・管理 

発電担当班 発電担当グループ 
プラントの状況把握 

プラント操作 

原因対策・工事班 
原因対策グループ 

工事グループ 

原因究明 

各設備の応急対応・復旧作業 

第 1.1.1 図 核物質防護に関する緊急時の体制図 
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（３）適合性説明 

 

第七条 発電用原子炉施設への人の不法な侵入等の防止 

工場等には、発電用原子炉施設への人の不法な侵入、発電用原子炉施設に不正に爆発性又は易

燃性を有する物件その他人に危害を与え、又は他の物件を損傷するおそれがある物件が持ち込

まれること及び不正アクセス行為（ 不正アクセス行為の禁止等に関する法律（ 平成十一年法

律第百二十八号） 第二条第四項に規定する不正アクセス行為をいう。第二十四条第六号にお

いて同じ。） を防止するための設備を設けなければならない。 

 

適合のための設計方針 

発電用原子炉施設への人の不法な侵入，郵便物等による発電所外からの爆発物や有害物質の

持込み及び不正アクセス行為（サイバーテロを含む。）に対し，これを防護するため，核物質防

護対策として以下の措置を講じた設計とする。 

(1) 人の不法な侵入の防止措置 

ａ．区域を設定し，区域の境界を物理的障壁により区画し，侵入防止及び出入管理を行うこ

とができる設計とする。 

ｂ．探知施設を設け，警報，映像監視等，集中監視する設計とする。 

ｃ．外部との通信連絡設備を設け，関係機関等との通信連絡を行うことができる設計とする。 

ｄ．防護された区域内においても，施錠管理により，発電用原子炉施設及び特定核燃料物質

の防護のために必要な設備又は装置の操作に係る情報システムへの不法な侵入を防止す

る設計とする。 

【説明資料(2.1～2.4：P7条-9,10)(2.6：P7条-11)】 

(2) 爆発性又は易燃性を有する物件等の持込みの防止措置 

ａ．区域を設定し，区域の境界を物理的障壁により区画し，侵入防止及び出入管理を行うこ

とができる設計とする。 

ｂ．区域の出入口において，発電用原子炉施設に不正に爆発性又は易燃性を有する物件その

他人に危害を与え，又は他の物件を損傷するおそれがある物件の持込み（郵便物等による

発電所外からの爆発物及び有害物質の持込みを含む。）が行われないように物品の持込み

点検を行うことができる設計とする。 

【説明資料(2.1～2.2：P7条-9,10)(2.5：P7条-11)】 

(3) 不正アクセス行為（サイバーテロを含む。）の防止措置 

ａ．発電用原子炉施設及び特定核燃料物質の防護のために必要な設備又は装置の操作に係る

情報システムについては，電気通信回線を通じた当該情報システムに対する外部からのア

クセスを遮断する設計とする。 

【説明資料(2.1：P7条-9)(2.6：P7条-11)】 
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1.3 気象等 

該当なし 

 

1.4 設備等 

10. その他発電用原子炉の附属施設 

10.10 構内出入監視装置 

発電用原子炉施設に対する人の不法な侵入等を防止するため，核物質防護対策として，通

信連絡設備，監視装置，検知装置，施錠装置等を設ける。 

【説明資料(2.1～2.4： P7 条-9,10)】 
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２．発電用原子炉施設への人の不法な侵入等の防止 

2.1 概要 

発電用原子炉施設への人の不法な侵入（核物質の不法な移動，妨害破壊行為を含む。）を防止

するための区域を設定し，核物質防護対策として，その区域を人の容易な侵入を防止できる柵，

鉄筋コンクリート造りの壁等の障壁によって区画して，巡視，監視等を行うことにより，侵入

防止及び出入管理を行うことができる設計とする。 

また，探知施設を設け，警報，映像等を集中監視するとともに，核物質防護措置に係る関係

機関等との通信連絡を行うことができる設計とする。さらに，防護された区域内においても，

施錠管理により，発電用原子炉施設及び特定核燃料物質の防護のために必要な設備又は装置の

操作に係る情報システムへの不法な侵入を防止する設計とする。 

発電用原子炉施設に不正に爆発性又は易燃性を有する物件その他人に危害を与え，又は他の

物件を損傷するおそれがある物件の持込み（郵便物等による発電所外からの爆発物及び有害物

質の持込みを含む。）を防止するため，核物質防護対策として，持込み点検を行うことができる

設計とする。 

不正アクセス行為（サイバーテロを含む。）を防止するため，核物質防護対策として，発電用

原子炉施設及び特定核燃料物質の防護のために必要な設備又は装置の操作に係る情報システム

が，電気通信回線を通じた不正アクセス行為（サイバーテロを含む。）を受けることがないよう

に，当該情報システムに対する外部からのアクセスを遮断する設計とする。 

発電用原子炉施設への人の不法な侵入等を防止するため，核物質防護対策として，「核原料物

質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律」に基づき核物質防護管理者を選任し，所長の

下，核物質防護管理者が核物質防護に関する業務を統一的に管理する体制を整備する。人の不

法な侵入等が行われるおそれがある場合又は行われた場合に備え，核物質防護に関する緊急時

の対応体制を整備する。核物質防護に関する緊急時の組織体制を第 1.1.1 図に示す。 

 

2.2 区域管理 

 2.2.1 物理的障壁による区画 

特定核燃料物質の防護のための区域（以下，「防護区域」という。），その外周に周辺防護区

域，さらにその外周に立入制限区域を設定し，区域の境界を物理的障壁により区画しており，

人が侵入することを防止している。 

防護区域の障壁は，鉄筋コンクリート造りその他の堅固な障壁としている。また，周辺防

護区域及び立入制限区域の境界には人が容易に侵入できないよう柵等を設置している。 

  [実用炉規則第 91 条第 2項第 1号，第 2号，第 3号] 
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2.2.2 出入管理 

業務上，常時立ち入ろうとする者（以下，「常時立入者」という。）については，その身分及

び立入りの必要性を確認の上，当該者に立入りを認めたことを証明する書面等（以下，「証明

書等」という。）を発行し，立入りの際に所持させ，立入りの間，常に胸部等の容易に確認で

きる部位に取り付けさせている。 

常時立入者以外の者については，その身分及び立入りの必要性を確認の上，当該者に証明書

等を発行し，立入りの際に所持させ，立入りの間，常に胸部等の容易に確認できる部位に取り

付けさせている。 

常時立入者以外の者が防護区域及び周辺防護区域に立ち入る場合には，当該区域内において

常時立入者を同行させ，防護のために必要な監督を行わせている。なお，当該区域の境界にＩ

Ｄカード読取装置を設置し，出入管理を行っている。 

業務用の車両として防護区域，周辺防護区域及び立入制限区域に立ち入る車両については，

その立入りの必要性を確認の上，証明書等を発行し，立入りの際に掲示させている。 

なお，業務用の車両以外の車両の防護区域，周辺防護区域及び立入制限区域への立入りを原

則禁止※している。 

※当該区域に立ち入ることが特に必要な車両であって，特定核燃料物質の防護上支障がないと

認められるものを除く。 

[実用炉規則第 91 条第 2項第 5号，第 6号] 

 

2.3 探知施設 

防護区域，周辺防護区域及び立入制限区域における監視を効果的に行うため，監視装置によ

る監視をモニターにより集中的に行うことのできる見張人の詰所を設けている。 

防護区域，周辺防護区域及び立入制限区域等への人の侵入を確認することができる侵入検知

器や監視カメラ等の監視装置により監視を行うとともに，当該区域を巡視している。 

防護区域，周辺防護区域及び立入制限区域の出入口を施錠するとともに，人の侵入を検知し

表示することができる装置を設置している。 

特に必要な場合には，監視カメラを用いる等の方法により常時監視している。 

 [実用炉規則第 91条第 2項第 4号，第 8号，第 11号，第 12号，第 22号] 

 

2.4 通信連絡設備 

見張人の詰所に，ＰＨＳ及び固定電話等を確保し，関係機関等への通信連絡を迅速かつ確実

に行うことができるようにしている。 

[実用炉規則第 91 条第 2項第 22 号] 

 

枠囲みの内容は機密情報に属しますので公開できません。 
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2.5 持込み確認 

防護区域，周辺防護区域及び立入制限区域の出入口において，発電用原子炉施設に不正に爆

発性又は易燃性を有する物件その他人に危害を与え，又は他の物件を損傷するおそれがある物

件の持込み（郵便物等による発電所外からの爆発物及び有害物質の持込みを含む。）が行われな

いように持込み点検を行っている。 

また，必要な区域において，金属を探知することができる装置を用いて点検を行っている。 

なお，放射線管理区域の出入口において，放射性物質が持ち出されていないことを設備によ

り確認するとともに，使用済燃料の輸送時には，計画された燃料のみが搬出されていることを

確認している。 

点検において不審と認められる場合には，直ちに関係機関等へ連絡するとともに，不審物か

ら離隔距離を取る等の必要な措置を行うこととしている。 

[実用炉規則第 91 条第 2項第 8号] 

 

2.6 不正アクセス行為（サイバーテロを含む。）への対応 

不正アクセス行為（サイバーテロを含む。）に対しては，発電用原子炉施設及び特定核燃料物

質の防護のために必要な設備又は装置の操作に係る情報システムが，電気通信回線を通じて妨

害行為又は破壊行為を受けることがないように，電気通信回線を通じた当該情報システムに対

する外部からのアクセスを遮断する措置を講じている。 

また，防護された区域内においても，施錠管理により当該情報システムへの不法な侵入を防

止するとともに，許可されていない機器（ノートＰＣ）等を当該情報システムへ接続させない

ように，関係者以外のアクセスを防止する措置を講じている。さらに，当該情報システムに対

する妨害行為又は破壊行為が行われるおそれがある場合又は行われた場合において，迅速かつ

確実に対応できるように情報システムセキュリティ計画を定めている。 

[実用炉規則第91条第2項第18号，第19号] 
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第７条 発電用原子炉施設への人の不法な侵入等の防止 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 ：工認（基本設計方針，添付資料）     ：核物質防護規定（下位文書含む。） ※核物質防護措置として，

実用炉規則に規定 

設置許可基準規則  
 

不正アクセス行為（不正アクセス行為の禁止等に関する法律（平成十一年法律第百二十八号）第二条第四項に規程する不正アクセス行為をいう。第二十四条第六号にお

いて同じ。）を防止するための設備を設けなければならない。 

不正アクセス行為（サイバーテロを含む。）を防止するための設備を設けなければ

ならない。 

電気通信回線のアクセス遮断 不審者の侵入防止 

不審者の侵入防止に係る人的対策 

発電用原子炉施設及び特定核燃料物質の防護のために必要な設備又は装置の操作
に係る情報システム※ 

不正アクセスを防ぐための物理的対策 不正アクセスを防ぐための人的対策 

 

不審者の侵入防止に係る物理的対策 

○電気通信回線のアクセス遮断に係

る設計（安全保護回路） 

○電気通信回線のアクセス遮断に係

る設計（上記以外） 

○許可されていない機器の接続防止 

○柵や鉄筋コンクリート壁等による

防護 

○探知施設による集中監視 

○通信連絡設備の設置 

○施錠管理 

○電気通信回線のアクセス遮断措置

に係る手順及び教育 

○日常点検，定期点検及び必要時の補

修 

○平常時の警備体制 

○核物質防護上の緊急時の体制 

○特定核燃料物質防護に係る教育 

○侵入防止及び出入管理 

・防護区域，周辺防護区域及び立入制

限区域の設定 

・侵入防止及び出入管理に係る手順及

び教育 

・人及び車両の監視等の侵入防止及び

出入管理 

・物品の持込み点検 

・警備員による監視及び巡視 

○核物質防護措置に係る関係機関等

との通信連絡 

○日常点検，定期点検及び必要時の補

修 

○平常時の警備体制 

○核物質防護上の緊急時の体制 

○特定核燃料物質防護に係る教育 
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運用，手順に係る運用対策等（設計基準） 

設置許可基準規則対象条文 対象項目 区分 運用対策等 

第７条  
発電用原子炉施設への人の不法な侵入
等の防止 
 

※核物質防護対策として実施 

電気通信回線のアク
セス遮断 

運用・手順 ・アクセス遮断措置に係る手順 

体制 
・平常時の警備体制 
・核物質防護上の緊急時の体制 

保守管理 ・日常点検，定期点検及び必要時の補修 

教育・訓練 
・特定核燃料物質防護対策教育 
・アクセス遮断措置に関する教育 

不審者の侵入防止 

運用・手順 

・侵入防止及び出入管理 
防護区域，周辺防護区域及び立入制限区域の設定 
侵入防止及び出入管理に係る手順 
人及び車両の監視等の侵入防止及び出入管理 
物品の持込み点検 
警備員による監視及び巡視 

・核物質防護措置に係る関係機関等との通信連絡 

体制 
・平常時の警備体制 
・核物質防護上の緊急時の体制 

保守管理 ・日常点検，定期点検及び必要時の補修 

教育・訓練 
・特定核燃料物質防護に係る教育 
・侵入防止及び出入管理に係る教育 

 

 


